
保護者様

大阪市立佃中学校長　　中西　　啓

同　　PTA会長　　垣本　大輔

　　　平素は、本校教育推進にご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。

　　　さて、同時配布の予算書のとおり、今年度の学校徴収金予算が決まりましたので振替日および徴収金額等についてお知らせ

　　いたします。

　　　☆　振替日等　☆

（１）　口座振替で納入される場合

　銀行口座からの振替は毎月１回のみです。

　振替日の前日（振替が月曜の場合は金曜日）までに登録口座へ口座振替手数料５５円とあわせてご入金ください。
　口座振替ができなかった場合は、納付書をお渡ししますので、事務室に現金で納入してください。

（２）　現金で納入される場合

　毎月、納入日までに納付書をお渡ししますので、事務室に現金で納入してください。

　　　☆　徴収金額　☆ 　

5月 6月 7月 8月 合計
7,000 4,700 0 0 11,700

10,000 7,000 10,000 10,000 37,000
0 4,800 0 0 4,800

17,000 16,500 10,000 10,000 53,500

5月 6月 7月 8月 合計
11,500 0 0 0 11,500

0 10,000 10,000 10,000 30,000
0 4,800 0 0 4,800

11,500 14,800 10,000 10,000 46,300

5月 6月 7月 8月 合計
15,500 0 0 0 15,500

0 0 0 0 0
0 4,800 0 0 4,800

15,500 4,800 0 0 20,300

※　３年生は、返金などがございますので、３月末日まで口座をご解約なさらないようにお願いいたします。

※　就学援助「早期１」で認定されている場合、生徒費の徴収はありません。

※　昨年度に就学援助を受給されていた場合、生徒費の前年度繰越金（２年1,078円、３年3,502円）を
　9月に徴収いたします。

　　　いずれも、本校において教育活動を進めるにあたり必要となるものですので、期限を守って納入いただきますようお願い
　　いたします。

　　　経済的な理由により納入が困難な場合は就学援助制度などがございます。また、認定結果が出る月まで学校徴収金（生徒費）
　　の徴収猶予を希望される場合は、本校事務室までご相談ください。

　　　不明な点がございましたら、事務室（担当：東岡）までお問い合わせください。（TEL06-6471-8131）

合　　計

３年
生徒費
積立金
PTA会費

PTA会費

合　　計

学年 会計名 備考

２年
生徒費
積立金

合　　計

学年 会計名 備考

　６月２６日（木） 　8月分 　８月２６日（火）

単位：円

１年
生徒費
積立金
PTA会費

　6月分 　６月２６日（木） 　8月分 　８月２６日（火）

学年 会計名 備考

納　　入　　日 納　　入　　日

　5月分 　５月２６日（月） 　7月分 　７月２８日（月）

　6月分

令和7年5月2日

　5月分 　５月２６日（月） 　7月分 　７月２８日（月）

令和７年度　学校徴収金について

振　　替　　日 振　　替　　日


